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平成24年10月16日　火曜日（793）

告 示
栃木県告示第558号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成24年10月16日から同年11月14日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成24年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮今市線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

70

前
宇都宮市一の沢２丁目364-４から
宇都宮市一の沢２丁目363-７まで

30.0 31.3

後
宇都宮市一の沢２丁目364-４から
宇都宮市一の沢２丁目363-７まで

30.0 ～ 32.3 31.3

70

前
宇都宮市一の沢２丁目645-10から
宇都宮市一の沢２丁目645-10まで

30.0 7.0

後
宇都宮市一の沢２丁目645-10から
宇都宮市一の沢２丁目645-10まで

30.0 ～ 31.8 7.0

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　中塩原板室那須線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考
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266
前 那須塩原市百村3092-29から

那須塩原市百村2664-63まで 8.0 ～ 40.3 8,250.0

後 那須塩原市百村3092-29から
那須塩原市百村2664-63まで 9.5 ～ 56.5 8,250.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第559号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成24年10月16日から同年11月14日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成24年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

３
主 要 地 方 道
宇都宮亀和田栃木線

下都賀郡壬生町大字上田字宿1426-５から
下都賀郡壬生町大字上田字山ノ神1354-１まで 平成24年10月16日

266 一 般 県 道
中塩原板室那須線

那須塩原市百村3092-29から
那須塩原市百村2664-63まで 平成24年10月17日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の変更の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により大規模小売店舗の変更に関する届
出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及
び添付書類を縦覧に供する。
　なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、平成25年２月18日までに知事に意見書を提出す
ることができる。
　　平成24年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ワンダーグー下野店
　　下野市下古山2888番地４外
２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
　　株式会社ワンダーコーポレーション
　　茨城県つくば市西大橋599番地１
３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日
大規模小売店舗を設置す
る者及び当該大規模小売
店舗において小売業を行
う者の代表者の氏名

株式会社ワンダーコーポ
レーション
代表取締役　宇津木　雅美

株式会社ワンダーコーポ
レーション
代表取締役　日下　孝明

平成24年５月24日

４　届出年月日
　　平成24年10月３日
５　縦覧場所
　　栃木県産業労働観光部経営支援課
　───────────────────────────────────────────────
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　　　○大規模小売店舗の変更の届出に係る意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小
売店舗の変更に関する届出についての同条第１項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当該意見を平
成24年11月16日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成24年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　かましん石橋店
　　下野市石橋649番地
２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 町 村 名 意 見 の 概 要

下 野 市 意 見 な し

　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の変更の届出に係る県の意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第４項の規定により、大規模小
売店舗の変更に関する届出に係る意見について通知したので、概要を次のとおり公告し、当該意見を平成24年
11月16日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成24年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　かましん石橋店
　　下野市石橋649番地
２　法第８条第４項の規定による意見の概要
　　意見なし

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成24年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

塩谷郡高根沢町大字花岡字前ノ内928番
３、928番４、1079番３、1080番４

塩谷郡高根沢町大字宝積寺2450番地
47宝積寺ハイツＮ101

村 上 　 稔

芳賀郡芳賀町大字祖母井字上野原1727番32 芳賀郡芳賀町大字祖母井1815番地３ 小 玉 亜 紀

下野市花田字溜ノ上90番１ 下野市絹板568番地 野 村 剛 久

下野市薬師寺字祇園原3446番３ 下野市駅東一丁目６番23号シュロス
Ⅱ番館102号

野 口 貴 裕

下都賀郡壬生町大字壬生甲字御里西1103番
３、1097番５

下野市下古山154番地４第２雇用団
地２-304

荒 川 泰 洋

下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美273番13 下都賀郡壬生町大字壬生丁275番地
８

星 　 愛 美
星 　 和 宏

下都賀郡野木町大字野渡字狐塚164番２ 茨城県古河市松並一丁目21番15号 末 松 　 剛
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下都賀郡野木町大字友沼字卯ノ木5993番
１、5993番７、5993番14、6029番４

宇都宮市岩曽町1025番地５ 千勝工業株式会社

那須塩原市一区町241番２、241番13、241
番14

大田原市薄葉2200番地３ 山 本 　 進

さくら市櫻野字八幡419番３、420番４、420
番９、420番10、428番２、429番１、429番
３、429番５、431番６、431番７

さくら市氏家2895番地２ 株式会社エイシン

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────


